
�愛媛県告示第１９３２号
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７００条の６の４第３

項の規定に基づき、次のとおり特約業者の指定を取り消した

。

平成１５年１０月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１９３３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」

という。）第５条第１項の規定による届出があったので、同

条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労

働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部商工労

政課並びに新居浜市役所において告示の日から４月間縦覧に

供する。

平成１５年１０月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

バリュー市場新居浜店

新居浜市西原三丁目甲１４１０番地１

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社ママイ

川之江市金生町１３４９番地１

代表取締役 後藤隆彦

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名

称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社ママイ

川之江市金生町１３４９番地１

代表取締役 後藤隆彦

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成１６年５月２４日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

２，０８９平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

１００台

イ 駐輪場の収容台数

６０台

ウ 荷さばき施設の面積

１２０平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

３２立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

及び閉店時刻

開店時刻 午前９時

閉店時刻 午後１０時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時３０分から午後１０時３０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

２か所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる

時間帯

午前７時から午後７時まで

２ 届出年月日

平成１５年９月２４日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺

の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意

見を有する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次の

とおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するととも

に、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方

局産業経済部商工労政課並びに新居浜市役所において告示

の日から１月間縦覧に供する。

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社

� 目 次 �
告 示

○ 特約業者の指定の取消し……………………………………………１０３１

○ 大規模小売店舗の新設の届出の概要等（２件）…………………１０３１

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等（２件）…………………１０３２

○ 道路の区域変更（県道落合久万線）………………………………１０３３

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………１０３３

○ 道路の区域変更（県道久万中山線）………………………………１０３４

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………１０３４

○ 道路の区域変更（県道長浜保内線）………………………………１０３４

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………１０３４

○ 道路の区域変更（県道広見吉田線）………………………………１０３５

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………１０３５

○ 道路の位置の指定……………………………………………………１０３５

公 告

○ 技能検定の合格者……………………………………………………１０３５

雑 報

○ 裁決手続開始の決定の公告（６件）………………………………１０４５

告 示

氏名又は名称及び
代 表 者 の 氏 名

主 た る 事 務 所 又 は
事 業 所 の 所 在 地

取 消
年 月 日

有限会社 丸西石油店
西 内 一 男 松山市空港通１丁目３番２１号 平成１５年

９月２９日

橘石油株式会社
橘 三 郎 伊予市米湊３２６番地１ 平成１５年

９月２９日

毎週（火・金）曜日発行 第１４９８号 平成１５年１０月７日

平成１５年１０月７日火曜日 第１４９８号

愛 媛 県 報

１０３１
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� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意

見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第１９３４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」

という。）第５条第１項の規定による届出があったので、同

条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労

働部産業支援局経営支援課及び八幡浜地方局産業経済部商工

労政課並びに大洲市役所において告示の日から４月間縦覧に

供する。

平成１５年１０月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

マルナカ大洲店

大洲市若宮１１１６番地１外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社マルナカ

香川県高松市円座町１００１番地

代表取締役 中山芳彦

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名

称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社マルナカ

香川県高松市円座町１００１番地

代表取締役 中山芳彦

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成１６年５月２７日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

４，２３３平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

２４８台

イ 駐輪場の収容台数

１１２台

ウ 荷さばき施設の面積

９０．９平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

６２．１立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

及び閉店時刻

開店時刻 午前９時

閉店時刻 午後１２時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時４０分から午前０時２０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

３か所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる

時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成１５年９月２６日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺

の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意

見を有する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次の

とおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するととも

に、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び八幡浜地

方局産業経済部商工労政課並びに大洲市役所において告示

の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意

見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１９３５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

松山地方局産業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１５年１０月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

マルヨシセンター
山越店

松山市山越三丁目７７
２番地外 駐車場の収容台数 ２２３台 １６４台 平成１６年

５月２３日
平成１５年
９月２２日

愛 媛 県 報平成１５年１０月７日 第１４９８号

１０３２
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２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業

経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１９３６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

松山地方局産業経済部商工労政課並びに伊予市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１５年１０月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業

経済部商工労政課並びに伊予市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１９３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１０月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９３８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

マルヨシセンター
余戸店

松山市余戸東一丁目
８９番地１外 駐車場の収容台数 １３５台 ８５台

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

マルヨシセンター
伊予店 伊予市下吾川１０３１外 駐車場の収容台数 １９７台 １３７台 平成１６年

５月２３日
平成１５年
９月２２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 落合久万線
上浮穴郡面河村前組９番地先から

同村前組２９２９番２まで

旧 ６．４～２３．６ ０．１０９

新 ６．４～５１．４ ０．１０９

愛 媛 県 報平成１５年１０月７日 第１４９８号

１０３３
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その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１０月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１０月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９４０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１０月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９４１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１０月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９４２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 落合久万線
上浮穴郡面河村前組９番地先から

同村前組２９２９番２まで
平成１５年１０月７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 久万中山線
伊予郡中山町大字出渕４番耕地３５０番２から

同大字４番耕地３５２番５まで

旧 ２１．５～２９．４ ０．０２８

新 ２３．２～３０．８ ０．０２８

〃 〃
伊予郡中山町大字出渕４番耕地７９２番３から

同大字８番耕地６１０番４まで

旧 ７．０～２２．０ ０．２２３

新 １５．４～２８．０ ０．２２３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 久万中山線
伊予郡中山町大字出渕４番耕地３５０番２から

同大字４番耕地３５２番５まで
平成１５年１０月７日

〃 〃
伊予郡中山町大字出渕４番耕地７９２番３から

同大字８番耕地６１０番４まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜保内線
喜多郡長浜町大字穂積乙３５７番１地先から

同大字乙３６０番２７まで

旧 ４．４～３２．５ ０．２３５

新 １８．０～１１５．０ ０．１８８

愛 媛 県 報平成１５年１０月７日 第１４９８号
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公 告

�������
�愛媛県告示第１９４５号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１５年１０月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

東宇和郡宇和町大字下松葉１３０番及び１３１番１

２ 申請人の住所氏名

松山市大街道三丁目２番地３４

株式会社住宅情報館

代表取締役 二宮 秀生

３ 図面省略

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１０月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９４３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１０月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９４４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１０月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

技能検定の合格者について

職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）に基づき平成１５年６月１１日から平成１５年９月７日までの間に実施した技能検定

の合格者は、次のとおりである。

平成１５年１０月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜保内線
喜多郡長浜町大字穂積乙３５７番１地先から

同大字乙３６０番２７まで
平成１５年１０月７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 広見吉田線
北宇和郡広見町大字沢松１３２３番３から

同大字１３１４番２まで

旧 １９．０～７０．０ ０．２４０

新 ５２．０～９０．２ ０．２４０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 広見吉田線
北宇和郡広見町大字沢松１３２３番３から

同大字１３１４番２まで
平成１５年１０月７日

ビル設備管理（ビル設備管理作業）

２級
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受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ｃ １ 白 川 清 Ｃ ２ 武 市 佳 紀 Ｃ ３ 田 中 洋 一 Ｃ ４ 岸 環

Ｃ ５ 貴 舩 暁 Ｃ ６ 勇 浩一郎 Ｃ ７ 日 野 靖 司 Ｃ ８ 中 川 健

造園（造園工事作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 ６ 山 本 竜 弘 Ａ甲 ７ 大 澤 正 和 Ａ甲 １１ 重 松 泰

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 ６ 石 川 広 文 Ａ甲 ７ 田 鍋 克 幸 Ａ甲 １５ 野 中 庄 記 Ａ甲 １６ 上 田 淳 司

Ａ甲 １７ 仙 波 次 郎 Ａ甲 １８ 石 川 和 男 Ａ甲 １９ 松 田 英 男 Ａ甲 ２０ 安 野 誓 夫

Ａ甲 ２８ 井 上 一 雄 Ａ甲 ３０ 薬師神 要 一 Ｃ ３ 大 田 勝 信 Ｃ ５ 白 井 浩 司

Ｃ ８ 兵 頭 謙 和 Ｃ ９ 吉 井 興 一

３級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 一 色 桂 太 Ａ甲 ４ 古 田 巧 Ａ甲 ５ 玉 井 健 太 Ａ甲 ８ 丸 岡 大 人

Ａ甲 ９ 中 田 瑞 穂 Ａ甲 １０ 宮 内 和 男 Ａ甲 １１ 山 本 謙 信 Ａ甲 １２ 早 田 栄 一

Ｃ １ 土 井 良 康

機械加工（普通旋盤作業）

１級

受検番号 氏 名

Ｂ １ 北 谷 豪

２級

受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 玉 生 直 樹

機械加工（フライス盤作業）

１級

受検番号 氏 名

Ａ甲 ２ 越 智 伸 二

機械加工（円筒研削盤作業）

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 村 上 克 将 Ａ甲 ２ 武 田 学
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機械加工（数値制御旋盤作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 柳 原 勉 Ｂ １ � 谷 佳 孝

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 長谷部 和 紀 Ｂ １ 佐賀山 智

機械加工（数値制御フライス盤作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 高 石 泰 Ａ甲 ２ 西 山 敏 雄 Ｄ １ 玉 井 徹

２級

受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 竹 田 貴 裕

機械加工（マシニングセンタ作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 山 路 隆 文 Ａ甲 ２ 今 井 隆 浩 Ｃ １ 前 裕一郎 Ｃ ２ 篠 � 陽 一

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 ３ 永 易 修 Ａ甲 ４ 近 藤 隆 史 Ｃ ２ 伊 東 正 弥

３級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 藤 原 真 治 Ａ甲 ３ 宮 � 直 紹 Ａ甲 ４ 猪 谷 周 二

放電加工（数値制御形彫り放電加工作業）

２級

受検番号 氏 名

Ｂ １ 宮 内 盛 吉

放電加工（ワイヤ放電加工作業）

２級
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受検番号 氏 名

Ｃ １ 高 瀬 寛 之

金属プレス加工（金属プレス作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 ３ 毛 利 賢 二 Ｂ ３ 上 田 憲 司

２級

受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 森 和 洋

建築板金（内外装板金作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 ３ 伊 藤 勝 美 Ａ甲 ５ 日根野 純 Ａ甲 ６ 真 部 正 人 Ａ甲 ８ 森 川 望

Ａ甲 １０ � 田 篤

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 ２ 岩 本 裕 成 Ａ甲 ３ 西 岡 陽 二 Ａ甲 ４ 石 田 政 光 Ｂ １ 岸 上 守

Ｃ １ 都 築 圭 太 Ｃ ２ 橋 本 信 也 Ｃ ３ 篠 浦 昇 Ｄ １ 高 瀬 真 一

建築板金（ダクト板金作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 日 浅 孝 志 Ａ甲 ２ 井 出 大 作 Ａ甲 ３ 武 田 浩 一

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 下 浦 聡 Ｃ １ 高 瀬 真 一

仕上げ（治工具仕上げ作業）

１級

受検番号 氏 名

Ａ甲 ３ 白 石 政 樹

仕上げ（機械組立仕上げ作業）

１級
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受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 ５ 藤 田 誠 悟 Ａ甲 ９ 山 田 智 Ｃ １ 斉 藤 修 Ｃ ２ 深 瀬 一 夫

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 合 田 誠 Ａ甲 ６ 黒 光 啓 一 Ａ甲 ７ 山 川 徹 Ａ甲 ８ 島 本 真 二

Ａ甲 ９ 村 上 剛 Ａ甲 １０ 中 田 康 治 Ａ甲 １２ 三 好 克 彦 Ｂ ４ 久保田 勝 己

Ｂ ５ 原 田 勲 Ｄ １ 渡 邉 光 政 Ｄ ２ 渡 辺 順 一 Ｄ ３ 白 石 丈 晴

電子機器組立て（電子機器組立て作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 ２ 芝 田 昭 二 Ａ甲 ４ 鹿 谷 哲 男 Ａ甲 ９ 岡 � 正 幸 Ａ甲 １０ 宮 上 博 文

Ｂ １ 近 藤 敬 司 Ｂ ２ 西 川 智 勝 Ｂ ３ 吉 村 あ や

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 ３ 藤 井 政 伸 Ａ甲 ６ 篠 原 祐 一 Ａ甲 ７ 大 石 英 司 Ａ甲 ８ 佐 伯 真由美

Ａ甲 ９ 大 石 美 香 Ａ甲 １０ 宮 脇 順 子 Ａ甲 １２ 楠 美 砂 Ａ甲 １５ 水 沼 和 子

Ａ甲 １６ 遠 藤 真由美 Ａ甲 １８ 中 山 淑 子 Ａ甲 １９ 田 村 美 穂 Ａ甲 ２０ 中 村 光

Ａ甲 ２１ 安 岡 圭 一 Ｂ ２ 渡 部 淳 Ｂ ４ 谷 口 珠 美 Ｂ ６ � 城 伸 子

Ｂ １１ 細 谷 直 孝 Ｂ １５ 青 野 哲 司 Ｂ １６ 近 藤 恵 子 Ｂ １７ 家 久 まゆみ

Ｂ １８ 永 山 明 子 Ｂ １９ 宮 内 美 保 Ｂ ２１ 大 野 淳 子 Ｂ ２２ 石 山 友 美

Ｂ ２３ 川 本 桂 子 Ｂ ２５ 谷 由利江 Ｂ ２７ 赤 松 由 紀 Ｂ ２８ 宮 � 要 子

Ｂ ２９ 宮 上 砂 織 Ｃ １ 林 健 Ｃ ２ 北 原 麻 美

電気機器組立て（配電盤・制御盤組立て作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 越 智 伸 也 Ｃ １ 渡 辺 慶 二

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 ２ 武 方 敦 文 Ａ甲 ３ 上 野 将 Ａ甲 ９ 両 門 孝 裕 Ａ甲 １０ 内 田 文 雄

Ａ甲 １３ 大 森 昭 Ｂ １ 森 山 正 樹

産業車両整備（産業車両整備作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 土 手 博 Ａ甲 ２ 世 良 幸 正 Ａ甲 ６ 萩 野 一 弘 Ａ甲 ９ 久 家 隆 志

Ａ甲 １１ 勝賀野 元 昭 Ａ甲 １２ 藤 戸 満 Ｂ ２ � 田 信 夫 Ｂ ３ 矢 野 英 司

Ｂ ４ 一 柳 義 則

２級
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受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 徳 弘 哲 也 Ａ甲 ２ 久 保 健一郎 Ａ甲 ３ 松 田 年 生 Ａ甲 ４ 吉 嶺 樹

Ａ甲 ５ 山 本 浩 二 Ａ甲 ６ 大 野 秀 策 Ｂ ２ 濱 本 幸 二

建設機械整備（建設機械整備作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 ４ 永 井 孝 治 Ａ甲 ７ 菊 池 敏 文 Ｂ １ 松 田 潤 Ｂ ２ 米 田 義 史

Ｂ ３ 松 友 正 勝

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 友 成 晴 美 Ａ甲 ３ 三 好 静 雄 Ａ甲 ４ 広 瀬 賢 治 Ａ甲 ７ 久 保 勝 也

Ａ甲 １１ 中 山 直 樹 Ａ甲 １２ 川 村 忠 稔 Ａ甲 １３ 山 本 竜 弘 Ａ甲 １４ 篠 崎 典 之

Ａ甲 １５ 井 上 英 治 Ａ甲 １６ 永 山 富士雄 Ａ甲 １８ 大 坪 慎太郎 Ａ甲 ２１ 栗 田 高 志

Ａ甲 ２２ 泉 初 彦 Ａ甲 ２３ 西 山 徹 Ａ甲 ２７ 西 上 竜 雄 Ｂ １ 土 居 敬 義

Ｂ ４ 山 崎 賢 一 Ｂ ５ 菊 池 寿 志 Ｂ ８ 土 居 正 浩 Ｃ １ 近 藤 和 徳

Ｃ ２ 上鵜瀬 大 輔 Ｃ ３ 前 屋 聡

家具製作（家具手加工作業）

１級

受検番号 氏 名

Ｃ １ 丸 山 邦 夫

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 八 塚 裕 之 Ａ甲 ２ 高 橋 昌 志 Ａ甲 ３ 真 鍋 勝 敏

建具製作（木製建具手加工作業）

２級

受検番号 氏 名

Ｂ １ 奥 田 誠 一

印刷（オフセット印刷作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 三 末 恭司郎 Ａ甲 ２ 西 岡 栄 治

プラスチック成形（インフレーション成形作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 石 川 俊 之 Ａ甲 ２ 横 内 孝 久 Ａ甲 ３ � 田 芳 一 Ａ甲 ４ 加 地 行 宣
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Ａ甲 ５ 秋 山 修 Ｃ １ 山 本 誠 二 Ｃ ２ 薦 田 達 朗 Ｃ ３ 長 野 修 二

Ｃ ４ 野 村 慎 二 Ｃ ６ 増 田 陽 一 Ｃ ７ 竹 井 貴 志

２級

受検番号 氏 名

Ｃ ２ 喜 井 丈 晴

陶磁器製造（手ろくろ成形作業）

１級

受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 小 原 功

２級

受検番号 氏 名

Ｃ １ 岩 元 健 太

石材施工（石張り作業）

１級

受検番号 氏 名

Ｃ １ 伊 藤 彰 敏

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 ３ 伊 藤 明 好 Ｃ １ 白 木 秀 典

とび（とび作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 ４ 池 田 博 幸 Ａ甲 ５ 鳴 尾 道 則

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 ２ 廣 長 誠 司 Ａ甲 ４ 八 木 安 徳

左官（左官作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 ２ 石 山 安 典 Ａ甲 ３ 二 宮 勇 一 Ａ甲 ４ 中 島 福 美 Ａ甲 ５ 井 上 正 明

Ａ甲 ８ 兵 頭 伊佐雄 Ａ甲 ９ 大 野 重 宏 Ｂ １ 兵 頭 和 敏

２級
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受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 石 村 健 一 Ａ甲 ２ 森 郁 雄 Ｃ １ 黒 川 達 也

タイル張り（タイル張り作業）

１級

受検番号 氏 名

Ｂ １ 河 野 啓 志

畳製作（畳製作作業）

１級

受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 山 内 徹 也

防水施工（ウレタンゴム系塗膜防水工事作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 井 門 良 洋 Ａ甲 ２ 松 下 知 由 Ｃ １ 森 修 二 Ｃ ２ 木 村 雅 行

Ｃ ３ 清 水 英 忠 Ｃ ４ 山 口 知 博

２級

受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 光 宗 正 則

防水施工（シーリング防水工事作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 宮 部 雄一郎 Ａ甲 ２ 西 本 広 Ａ甲 ４ 渡 部 謙 二 Ａ甲 ５ 野 本 和 胤

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 松 田 勉 Ａ甲 ２ � 田 俊 次

内装仕上げ施工（プラスチック系床仕上げ工事作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 熊 野 孝 則 Ａ甲 ４ 冨 岡 哲 義 Ａ甲 ５ 上 田 政 幸 Ａ甲 ６ 上 田 有 治

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 日 野 一 敬 Ａ甲 ２ 大 澤 正 志 Ａ甲 ３ 井 上 征四郎 Ａ甲 ４ 徳 永 清 治
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内装仕上げ施工（ボード仕上げ工事作業）

１級

受検番号 氏 名

Ｂ １ 谷 隆 志

熱絶縁施工（保温保冷工事作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 平 尾 和 男 Ａ甲 ２ 武 智 昭 彦 Ａ甲 ３ 石 丸 和 芳 Ａ甲 ５ 石 田 強

Ａ甲 ７ 西 上 裕 二 Ｂ １ 藤 高 徳 市

サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ � 橋 誠一郎 Ａ甲 ３ 向 井 直 樹 Ａ甲 ４ 丹 波 宗 一

２級

受検番号 氏 名

Ｃ １ 吉 井 康 哲

機械・プラント製図（機械製図ＣＡＤ作業）

２級

受検番号 氏 名

Ｄ １ 村 上 峰 明

表装（壁装作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 ７ 武 智 竜 二 Ａ甲 ９ 宮 内 満 幸

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 ３ 小笠原 三 雄 Ａ甲 ４ 神 谷 俊 昭 Ａ甲 ５ 門 田 秀 行 Ａ甲 ７ 冨 永 健 太

Ａ甲 ８ 大 地 章 司 Ａ甲 ９ � 木 哉 子

塗装（建築塗装作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 池 田 隆 Ａ甲 ２ 大 河 道 春 Ａ甲 ５ 元 親 厚 Ａ甲 ８ 伊 東 光 義

Ａ甲 ９ 栗 原 英 瑞 Ａ甲 １０ 中 村 奈 夫 Ａ甲 １１ 矢 野 真 二 Ａ甲 １３ 井 上 英 明

Ａ甲 １４ 山 下 国 彦 Ｂ ２ 光 藤 誠 二 Ｂ ３ 平 田 昌 幸 Ｂ ４ 松 木 真 二

Ｂ ６ 西 本 英 二 Ｃ １ 藤 本 悟 Ｃ ２ 松 本 千 年 Ｄ １ 森 洋 喜
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Ｄ ２ 林 賢 次

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 山 田 昭 二 Ａ甲 ２ 行 元 慎 治 Ａ甲 ３ � 橋 吉 和 Ａ甲 ６ 藤 岡 貞 浩

Ａ甲 ８ 東 郡 涼 太 Ａ甲 １１ 北 山 智 史 Ａ甲 １２ 登 口 宣 孝 Ａ甲 １４ 大 程 義 隆

Ａ甲 １５ 緒 方 和 紀 Ａ甲 １６ 山 下 誠 Ａ甲 １７ 松 浦 夕 次 Ｂ １ 脇 長 俊 雄

Ｂ ２ 松 本 則 行 Ｃ １ 竹 國 俊 二 Ｃ ２ 徳 永 真 吾 Ｃ ３ 濱 田 哲 安

Ｃ ４ 井 上 太 一 Ｃ ５ 中 村 清 彦 Ｃ ６ 野 本 貢 Ｃ ７ 久 保 達 生

Ｄ １ 二 宮 良 二

塗装（金属塗装作業）

１級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 ２ 大 西 幸 一 Ｂ １ 三 好 康 則

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 緒 方 謙 次 Ａ甲 ５ 村 上 剛 Ａ甲 ６ 宮 田 浩 一 Ｃ ３ 江 島 徹

塗装（鋼橋塗装作業）

１級

受検番号 氏 名

Ｄ １ 木 下 昭 夫

写真（肖像写真作業）

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 ２ 近 藤 玉 江 Ａ甲 ４ 仲 渡 智 美 Ａ甲 ５ 長 野 亜 紀

商品装飾展示（商品装飾展示作業）

２級

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 亀 田 智 子 Ａ甲 ２ 甲 斐 尚 代 Ａ甲 ３ 山 本 みずほ Ａ甲 ４ 奥 田 真 紀

Ａ甲 ５ 豊 田 美 紀 Ａ甲 ６ 山 口 由美子

３級

受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 藤 本 千 恵

フラワー装飾（フラワー装飾作業）

１級
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�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成１５年９月２４日次のとおり裁決手続開始の決定をしたの

で公告する。

平成１５年１０月７日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

愛媛県

２ 事業の種類

一般国道４４１号改築工事（鳥鹿野拡幅・愛媛県東宇和郡野村町大字松渓地内から同県同郡同町大字旭地内まで）並びにこ

れに伴う町道及び河川付替工事並びにこれらに伴う附帯工事

３ 収用及び使用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

（別記）

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成１５年９月２４日次のとおり裁決手続開始の決定をしたの

で公告する。

平成１５年１０月７日

受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名 受検番号 氏 名

Ａ甲 １ 和 田 美登里 Ａ甲 ２ 和 田 恭 子 Ａ甲 ３ 中 村 理 恵 Ａ甲 ４ 玉 置 正 勝

Ａ甲 ５ 服 部 恭 子 Ａ甲 ６ 白 石 はやみ Ａ甲 ７ 加 藤 綾 子 Ａ甲 ８ 石 本 幸 美

Ａ甲 ９ 岡 田 真 Ａ甲 １０ 工 藤 綾 子 Ａ甲 １１ 首 藤 正 道 Ａ甲 １２ 山 � 佐知子

Ａ甲 １３ 猪 森 香 織 Ａ甲 １４ 荻 野 浩 子 Ａ甲 １５ 吉 田 綾 Ａ甲 １６ 稲 田 麻 紀

Ａ甲 １７ 玉 井 久 子 Ａ甲 １８ 後 藤 真希子 Ａ甲 １９ 信 宮 幸 子 Ｃ １ 森 川 紀 子

Ｃ ２ 森 本 和 江

収用使用

の区分

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の
権 利 の 表 示 関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用及び使用しよう
とする土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

収 用
愛媛県東
宇和郡野
村町大字
旭

２７０番 田 田 ５７０ ５６９．１３ ３５７．２０ 宇都宮忠雄
外６名
（別記記載のとおり）

昭和６０年
１０月２１日
第４６１０号

宇都宮忠福
持分
抵当権設定

愛媛県八幡浜市
４２５番地第１
梅林 幸一２７１番 原野 田 １３２ １３２．７６ ０．４６

使 用
愛媛県東
宇和郡野
村町大字
旭

２７０番 田 田 ５７０ ５６９．１３ ６．７４
４．８６ 宇都宮忠雄

外６名
（別記記載のとおり）

昭和６０年
１０月２１日
第４６１０号

宇都宮忠福
持分
抵当権設定

愛媛県八幡浜市
４２５番地第１
梅林 幸一２７１番 原野 田 １３２ １３２．７６ ０．３８

持 分 氏 名 住 所

１２分の１ 宇都宮 忠 雄 愛媛県宇和島市柿原１２８０番地

１２分の１ 名 越 美津江 愛媛県伊予郡松前町大字昌農内４５４番地の４

１２分の２ 大 場 嘉 隆 愛媛県東宇和郡宇和町大字信里６０７番地１

１２分の２ 宇都宮 壽 則 愛媛県松山市竹原３丁目６番２３号

１２分の２ 大 野 貴美江 愛媛県松山市緑町２丁目１１番地２

１２分の２ 河 野 末 洋 愛媛県東宇和郡宇和町大字加茂８２４番地

１２分の２ 宇都宮 忠 福 愛媛県松山市千舟町７丁目８番地５ 八束マンション２０３号
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愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

愛媛県

２ 事業の種類

一般国道４４１号改築工事（鳥鹿野拡幅・愛媛県東宇和郡野村町大字松渓地内から同県同郡同町大字旭地内まで）並びにこ

れに伴う町道及び河川付替工事並びにこれらに伴う附帯工事

３ 収用及び使用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

（別記）

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成１５年９月２４日次のとおり裁決手続開始の決定をしたの

で公告する。

平成１５年１０月７日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

愛媛県

２ 事業の種類

一般国道４４１号改築工事（鳥鹿野拡幅・愛媛県東宇和郡野村町大字松渓地内から同県同郡同町大字旭地内まで）並びにこ

れに伴う町道及び河川付替工事並びにこれらに伴う附帯工事

３ 収用及び使用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

収用使用

の区分

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の
権 利 の 表 示 関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用及び使用しよう
とする土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

収 用
愛媛県東
宇和郡野
村町大字
旭

９１９番１ 田 畑 １，０００ １，００１．４８ １７９．５６
宇都宮忠雄
外６名
（別記記載のとおり）

昭和５２年
９月５日
第４２３６号

根抵当権
愛媛県八幡浜市
４２５番地第１
梅林 幸一

使 用
愛媛県東
宇和郡野
村町大字
旭

９１９番１ 田 畑 １，０００ １，００１．４８ １２．４５
宇都宮忠雄
外６名
（別記記載のとおり）

昭和５２年
９月５日
第４２３６号

根抵当権
愛媛県八幡浜市
４２５番地第１
梅林 幸一

持 分 氏 名 住 所

１２分の１ 宇都宮 忠 雄 愛媛県宇和島市柿原１２８０番地

１２分の１ 名 越 美津江 愛媛県伊予郡松前町大字昌農内４５４番地の４

１２分の２ 大 場 嘉 隆 愛媛県東宇和郡宇和町大字信里６０７番地１

１２分の２ 宇都宮 壽 則 愛媛県松山市竹原３丁目６番２３号

１２分の２ 大 野 貴美江 愛媛県松山市緑町２丁目１１番地２

１２分の２ 河 野 末 洋 愛媛県東宇和郡宇和町大字加茂８２４番地

１２分の２ 宇都宮 忠 福 愛媛県松山市千舟町７丁目８番地５ 八束マンション２０３号

収用使用

の区分

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の
権 利 の 表 示 関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用及び使用しよう
とする土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

収 用
愛媛県東
宇和郡野
村町大字
旭

９１９番２ 田 畑 ２１７ ２１６．６８ ４６．０９
宇都宮忠雄
外６名
（別記記載のとおり）

─── ─── ──────

使 用
愛媛県東
宇和郡野
村町大字
旭

９１９番２ 田 畑 ２１７ ２１６．６８ ７．５９
宇都宮忠雄
外６名
（別記記載のとおり）

─── ─── ──────
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（別記）

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成１５年９月２４日次のとおり裁決手続開始の決定をしたの

で公告する。

平成１５年１０月７日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

愛媛県

２ 事業の種類

一般国道４４１号改築工事（鳥鹿野拡幅・愛媛県東宇和郡野村町大字松渓地内から同県同郡同町大字旭地内まで）並びにこ

れに伴う町道及び河川付替工事並びにこれらに伴う附帯工事

３ 収用及び使用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成１５年９月２４日次のとおり裁決手続開始の決定をしたの

で公告する。

平成１５年１０月７日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

愛媛県

２ 事業の種類

一般国道４４１号改築工事（鳥鹿野拡幅・愛媛県東宇和郡野村町大字松渓地内から同県同郡同町大字旭地内まで）並びにこ

れに伴う町道及び河川付替工事並びにこれらに伴う附帯工事

３ 収用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

持 分 氏 名 住 所

１２分の１ 宇都宮 忠 雄 愛媛県宇和島市柿原１２８０番地

１２分の１ 名 越 美津江 愛媛県伊予郡松前町大字昌農内４５４番地の４

１２分の２ 大 場 嘉 隆 愛媛県東宇和郡宇和町大字信里６０７番地１

１２分の２ 宇都宮 壽 則 愛媛県松山市竹原３丁目６番２３号

１２分の２ 大 野 貴美江 愛媛県松山市緑町２丁目１１番地２

１２分の２ 河 野 末 洋 愛媛県東宇和郡宇和町大字加茂８２４番地

１２分の２ 宇都宮 忠 福 愛媛県松山市千舟町７丁目８番地５ 八束マンション２０３号

収用使用

の区分

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の
権 利 の 表 示 関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用及び使用しよう
とする土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

収 用
愛媛県東
宇和郡野
村町大字
旭

４５番１ 宅地 宅地 ２，８２０．８５１，３６６．０１ ２４２．１０

愛媛県大洲市常磐町４９番地１
宇都宮ヨシ子

─── ─── ──────

使 用
愛媛県東
宇和郡野
村町大字
旭

４５番１ 宅地 宅地 ２，８２０．８５１，３６６．０１ ９．１０ ─── ─── ──────
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（別記）

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所有権以外の

権 利 の 表 示
関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿現 況 公 簿
��

実 測
��

収用しようとす
る土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

愛媛県東宇
和郡野村町
大字旭

１５番 保安林 山林 ２２，５８５ ２２，６０７．７７ ５，７７３．４４ 別記記載のとおり ─── ── ────

区 分 氏 名 住 所 持 分

亡 寺野 藤松 相続人 寺 野 正 春 茨城県結城郡石下町大字栗山新田４４７番地の１ ２３分の１

亡 大友 寅松 相続人 大 友 良 夫 愛媛県東宇和郡野村町大字旭９５１番地 ２３分の１

亡 大友亀三郎 相続人 大 友 満 子 愛媛県東宇和郡野村町大字旭１１４７番地 ２３分の１

岡 田 裕 子 大阪府堺市東雲東町３丁７番１４号 ２４８４分の１４

亡 土居夘太郎 相続人

菅 村 千 晶 兵庫県豊岡市栄町１１１８番地 ２４８４分の１４

榊 原 惠 子 岡山県岡山市矢坂東町１２番５６－８０２号 ２４８４分の４０

肥 塚 生 佳 福岡県遠賀郡芦屋町高浜町２６番１５号 ２４８４分の４０

亡 土居久太郎 相続人 土 居 輝 雄 愛媛県東宇和郡野村町大字旭９４７番地 ２３分の１

亡 大野勝次郎 相続人 大 野 � 子 奈良県奈良市富雄元町四丁目４番４８号 ２３分の１

亡 栗田 庫太 相続人 大 石 裕 惠 愛媛県東宇和郡城川町大字野井川４９５番地 ２３分の１

亡 平 仁平 相続人 平 和 嘉 愛媛県東宇和郡野村町大字旭８８６番地 ２３分の１

亡 大野 利平 相続人 大 野 敏 愛媛県東宇和郡宇和町大字下松葉３４６番地７ ２３分の１

亡 上甲 文治 相続人 上 甲 文 久 愛媛県東宇和郡野村町大字旭８５５番地 ２３分の１

岡 本 フジコ 愛媛県東宇和郡野村町大字富野川３９６番地 ４６０分の４

上 甲 善 教 大分県佐伯市７５０１番地２ ４６０分の２

柳 井 嘉 子 大分県佐伯市大字鶴望４６２３番地 ４６０分の２

亡 上甲 松治 相続人

加 藤 キヌヱ 大阪府大阪市生野区生野東１丁目１４番５号 ４６０分の４

森 幸 惠 大阪府富田林市寺池台四丁目１番３１４－５０５号 ４６０分の２

森 徹 大阪府富田林市寺池台四丁目１番３１４－５０５号 ４６０分の１

竹 内 惠 子 大阪府堺市晴美台１丁３４番１１号 ４６０分の１

上 甲 照 雄 大阪府大阪市住之江区御崎４丁目２番１２－３０２号 ４６０分の４

亡 上甲 友治 相続人 上 甲 敏 夫 愛媛県東宇和郡野村町大字旭８９４番地 ２３分の１

川 崎 トヨ子 愛媛県東宇和郡野村町大字松溪１号１１８７番地 ３３１２０分の２８８

亡 宇都宮熊太 相続人
宇都宮 明 彦 愛媛県東宇和郡野村町大字旭６４番地 ３３１２０分の５７６
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長谷川 治 夫 愛媛県東宇和郡野村町大字白髭２号４９５番地 ３３１２０分の２８８

松 本 智 寛 愛媛県松山市三津２丁目７番６号 ３３１２０分の２８８

亡 寺野 磯吉 相続人 寺 野 茂 愛媛県東宇和郡野村町大字旭６３番地 ２３分の１

亡 寺野 源藏 相続人 寺 野 郁 哉 愛媛県松山市東方町甲２３４６番地７１ ２３分の１

亡 別宮 熊吉 相続人 別 宮 秀次郎 大分県大分市大字金谷迫１３２５番地の８ ２３分の１

亡 寺野源太郎 相続人 寺 野 登 愛媛県東宇和郡野村町大字旭１３５番地 ２３分の１

亡 上田 重吉 相続人 上 田 貞 江 愛媛県東宇和郡野村町大字旭２２５番地 ２３分の１

亡 大友 亀藏 相続人 大 友 藏 善 愛媛県東宇和郡野村町大字旭１０３９番地 ２３分の１

寺 野 村 子 愛媛県東宇和郡野村町大字旭１３５番地 不 明

寺 野 登 愛媛県東宇和郡野村町大字旭１３５番地 不 明

脇 田 タカヲ 大分県別府市大字鶴見４０５０番地の１（扇山８組） 不 明

久 米 フ ミ 愛媛県西条市大町７１２番地の２ 不 明

山 本 豊 奈良県北葛城郡新庄町大字寺口１６９４番地 不 明

山 本 トヨミ 大阪府大阪市阿倍野区昭和町２丁目９番４号
マンション第一１０１号 不 明

真 柴 千 惠 奈良県北葛城郡新庄町大字南道穂１２２番地４ 不 明

岩 本 常 喜 愛媛県東宇和郡野村町大字高瀬３２１３番地 不 明

原井川 喜代子 愛媛県東宇和郡野村町大字松溪２号５８６番地 不 明

原井川 良 治 愛媛県東宇和郡野村町大字松溪２号５８６番地 不 明

笠 松 廣 行 香川県小豆郡土庄町長浜甲１８７３番地１ 不 明

不明
ただし、亡 上田 仲治 の
判明している相続人

笠 松 徹 也 香川県小豆郡土庄町長浜甲１８７３番地１ 不 明

山 神 由 美 香川県小豆郡内海町安田甲６４８番地６ 不 明

笠 松 美 香 香川県小豆郡土庄町長浜甲１８７３番地１ 不 明

宇 高 美 恵 広島県廿日市市四季が丘四丁目７番地４ 不 明

樋 口 己左重 愛媛県松山市土居田町３７５番地４ 不 明

上 甲 計 美 愛媛県東宇和郡野村町大字松溪１号１３１３番地 不 明

原井川 洋 子 愛媛県松山市保免上１丁目１２番２２号 不 明

原井川 浩 愛媛県松山市保免上１丁目１２番２２号 不 明

原井川 洋 二 愛媛県松山市保免上１丁目１２番２２号 不 明

福 本 朱 美 住所不明
（ただし住民票の住所 愛媛県喜多郡内子町大瀬北２４５番地） 不 明

大 上 和 枝 愛媛県松山市北井門町４２６番地４ 不 明
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��������������
�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成１５年９月２４日次のとおり裁決手続開始の決定をしたの

で公告する。

平成１５年１０月７日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

愛媛県

２ 事業の種類

県道宇和野村線改築工事（愛媛県東宇和郡宇和町大字卯之町地内）並びにこれに伴う国道及び町道交差点改良工事並びに

原井川 昭 愛媛県松山市久谷町甲８５番地３ 不 明

松 本 由 美 愛媛県松山市保免上１丁目１番２９号 若山ハイツ�１ １０１号 不 明

亡 大野寅太郎 相続人 大 野 美 佳 愛媛県東宇和郡野村町大字旭３５番地 ２３分の１

宇都宮 忠 雄 愛媛県宇和島市柿原１２８０番地 ２７６分の１

名 越 美津江 愛媛県伊予郡松前町大字昌農内４５４番地の４ ２７６分の１

大 場 嘉 隆 愛媛県東宇和郡宇和町大字信里６０７番地１ ２７６分の２

亡 宇都宮忠太 相続人 宇都宮 壽 則 愛媛県松山市竹原３丁目６番２３号 ２７６分の２

大 野 貴美江 愛媛県松山市緑町２丁目１１番地２ ２７６分の２

河 野 末 洋 愛媛県東宇和郡宇和町大字加茂８２４番地 ２７６分の２

宇都宮 忠 福 愛媛県松山市千舟町７丁目８番地５ 八束マンション２０３号 ２７６分の２

青 木 節 子 愛媛県大洲市蔵川甲４２０１番地 ４１４００分の１８０

宇都宮 亘 子 愛媛県松山市太山寺町１１２２番地１０ ４１４００分の１８０

宇都宮 邦 夫 愛媛県松山市畑寺町丙１番地２ りつりん館アドバンス ４１４００分の３６０

河 野 哲 夫 埼玉県川越市野田町２丁目１番地２（富士美マンション３０２号室） ４１４００分の１６８

河 野 良 子 広島県東広島市西条町大字御薗宇３４４９番地 ４１４００分の８４

河 野 和 子 愛媛県松山市三町２丁目８番５号 三町団地５棟３６号 ４１４００分の８４

亡 宇都宮万藏 相続人 嶋 崎 利 子 大阪府高槻市栄町２丁目２６番１９号 ４１４００分の２４

黒 河 幸 子 愛媛県温泉郡川内町大字則之内乙２６５７番地 ４１４００分の３６０

田 上 直 喜 愛媛県松山市須賀町５番２９号 ４１４００分の１６０

田 上 初 美 福岡県甘木市大字長谷山５０８番地の７ ４１４００分の６０

田 上 彩 佳 福岡県甘木市大字長谷山５０８番地の７ ４１４００分の３０

田 上 明日香 福岡県甘木市大字長谷山５０８番地の７ ４１４００分の３０

安 井 正 勝 徳島県海部郡宍喰町大字芥附字安井３１番地 ４１４００分の８０
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これらに伴う附帯工事

３ 収用及び使用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

収用使用

の区分

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の
権 利 の 表 示 関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用及び使用しよう
とする土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

収 用

愛媛県東
宇和郡宇
和町大字
卯之町四
丁目

５１７番１ 宅地 宅地 ２，１６７．６３２，１９１．１１ ２．６２ 土地所有者不明
ただし、愛媛県東宇和郡宇和
町大字下松葉１４０番地３９
兵頭 健造
又は、愛媛県東宇和郡宇和町
大字卯之町四丁目３６７番地
池田 博

平成４年
５月２６日
第２０３８号

根抵当権

愛媛県松山市南
堀端町１番地
株式会社
伊予銀行
代表取締役
麻生 俊介使 用

愛媛県東
宇和郡宇
和町大字
卯之町四
丁目

５１７番１ 宅地 宅地 ２，１６７．６３２，１９１．１１ ０．１１

愛 媛 県 報平成１５年１０月７日 第１４９８号

１０５１



平成１５年１０月７日 印刷
平成１５年１０月７日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円１０５２

愛 媛 県 報平成１５年１０月７日 第１４９８号


